
 

 

１．変更内容 

（１） オンライン業務の変更 

以下の対象業務において、「輸入承認証等識別」欄に「ＴＡＳＹ：他所蔵置許可申請番号」が１つ

以上入力された場合、表１のとおり注意喚起メッセージを出力するように変更する｡ 

なお、上記以外の条件での判定は行わない。 

・「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 

・「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務 

・「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務 

 

表１ 注意喚起メッセージの出力内容 

処理結果コード 内容 処置 

Ｗ００８２ 他所蔵置許可申請番号が入力された。 他所蔵置の許可を受けた貨物は、一括申告を

行うことができません。 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・ ｢輸入申告事項登録（ＩＤＡ）｣業務 

・「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）｣業務 

・「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務 

 

 

３．添付資料 

・別紙_D11_輸入申告事項登録等における注意喚起メッセージの出力優先順位 

 

４．リリース予定日／サービス開始予定日 

（１）ＡＰ、端末資材 

ＡＰ  ：２０２５年０３月１６日（日）保守時間帯 

端末資材：２０２５年０３月１６日（日）０４：００ 

 

 

 

要
件
事
項 

＜海上/航空業務＞ 
輸入承認証等識別コード（他所蔵置）における注意喚起メッセージの追加 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務等において、複数の蔵置場に分散蔵置されている輸入貨物を一括で

申告する（以降「一括申告」とする）場合、他所蔵置許可貨物を扱うことはできない。 

他所蔵置許可貨物を扱う場合、「輸入承認証等識別」欄に「ＴＡＳＹ：他所蔵置許可申請番号」の輸入承

認証等識別コードを入力する運用となっているが、当該コードを入力しても、一括申告を行うことができ

ない旨の注意喚起メッセージは出力されない。 

 

＜変更後仕様＞ 

ＩＤＡ業務等において、「輸入承認証等識別」欄に「ＴＡＳＹ：他所蔵置許可申請番号」の輸入承認証等

識別コードを入力した場合、新規注意喚起メッセージを出力するように変更する。 

 


